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(57)【要約】
【課題】内視鏡装置で撮像した画像とその画像について
の撮像に関する付帯情報とが別々のファイルであっても
、画像と付帯情報とを重ねて表示し、又は画像と付帯情
報とを重ねた状態で他のアプリケーションプログラム若
しくは装置で利用することが可能な内視鏡画像表示装置
及び内視鏡画像表示プログラムを提供すること。
【解決手段】内視鏡装置によって撮像された被観察体の
内部の画像データを格納する画像データ格納手段と、前
記画像データに関連する付帯情報を格納する付帯情報格
納手段と、前記画像データ格納手段に格納された画像デ
ータ上に前記付帯情報格納手段に格納された付帯情報を
重ねたオーバーレイ画像を表示するオーバーレイ画像表
示手段とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡装置によって撮像された被観察体の内部の画像データを格納する画像データ格納
手段と、
　前記画像データに関連する付帯情報を格納する付帯情報格納手段と、
　前記画像データ格納手段に格納された画像データ上に前記付帯情報格納手段に格納され
た付帯情報を重ねたオーバーレイ画像を表示するオーバーレイ画像表示手段と、
　を備えることを特徴とする内視鏡画像表示装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記画像データ格納手段に格納された画像データを表示する画像データ表示手段と、
　前記オーバーレイ画像表示手段によるオーバーレイ画像の表示と前記画像データ表示手
段による画像データの表示とを切り換える表示切替手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡画像表示装置。
【請求項３】
　さらに、
　前記オーバーレイ画像表示手段に表示されたオーバーレイ画像を格納するオーバーレイ
画像格納手段、
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡画像表示装置。
【請求項４】
　コンピュータを、
　内視鏡装置によって撮像された被観察体の内部の画像データを記録媒体から読み出す手
段と、
　前記画像データに関連する付帯情報を前記記録媒体から読み出す手段と、
　読み出した画像データ上に読み出した付帯情報を重ねたオーバーレイ画像を表示する手
段と、
　して機能させるための内視鏡画像表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置によって撮像した画像データを閲覧するための内視鏡画像表示装
置及び内視鏡画像表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡装置で撮像した画像を閲覧するためには、例えば、閲覧をするための内視
鏡画像表示プログラムをパーソナルコンピュータにインストールし、そのパーソナルコン
ピュータにおいて内視鏡画像表示プログラムを実行していた。この閲覧の対象となる画像
は、内視鏡装置によりメモリーカード等の記録媒体に格納されていた（例えば、特許文献
１参照。）
　この記録媒体には、撮像した画像とともにその画像についての撮像に関する様々な付帯
情報、例えば、画像ファイルのファイル名、画像記録日時、画像撮像条件、内視鏡先端光
学アダプタ名、画像中の計測データ等も格納されており、内視鏡画像表示プログラムによ
って画像を表示するとともに付帯情報をも表示することができる。
【０００３】
　また、内視鏡装置で撮像した画像がステレオ撮像されたステレオ計測画像である場合、
表示される画像はステレオ計測画像であった。
　また、２つの画像を同時に表示させようとした場合、一方の画像を表示するウインドウ
の上に他方の画像を表示するウインドウが重なって表示されたり、２つの画像が縮小され
て表示されたりしていた。
【０００４】
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　図１３は、画像を表示する２つのウインドウが重なって表示される従来例を示す図であ
り、図１４は、２つの画像が縮小されて表示される従来例を示す図である。
　図１３において、表示画面１３０１には、画像１３０２Ａを表示するイメージウインド
ウ１３０３Ａと画像１３０２Ｂを表示するイメージウインドウ１３０３Ｂとが開いている
（表示されている）。また、図１４において、イメージウインドウ１４０１には、それぞ
れの全体が表示されるように画像１３０２Ａと画像１３０２Ｂとが縮小されて表示されて
いる。
【特許文献１】特開２００６－３３４２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような内視鏡画像表示装置においては、画像と付帯情報とが別々
のデータ（ファイル）として格納されているので、画像と付帯情報とを別々（例えば、別
々のウインドウ）に表示しており、付帯情報が画像のどの部分に関する情報であるのか等
が分かり難いという問題点があった。また、画像と付帯情報との両方を他のアプリケーシ
ョンプログラム又は装置で利用しようとする際、画像と付帯情報とをそれぞれ別々のファ
イルとして取り扱う必要があり、操作が煩雑になるという問題点があった。
【０００６】
　また、上述のような内視鏡画像表示装置は、画像と付帯情報とを重ねて表示することも
可能であるが、その場合、画像と付帯情報とが重なった１つのデータ（ファイル）を作成
して格納する必要があり、後に画像だけを表示させることができなくなるという問題点が
あった。
【０００７】
　本発明は、上述のような実状に鑑みたものであり、内視鏡装置で撮像した画像とその画
像についての撮像に関する付帯情報とが別々のファイルであっても、画像と付帯情報とを
重ねて表示し、又は画像と付帯情報とを重ねた状態で他のアプリケーションプログラム若
しくは装置で利用することが可能な内視鏡画像表示装置及び内視鏡画像表示プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。
　すなわち、本発明の一態様によれば、本発明の内視鏡画像表示装置は、内視鏡装置によ
って撮像された被観察体の内部の画像データを格納する画像データ格納手段と、前記画像
データに関連する付帯情報を格納する付帯情報格納手段と、前記画像データ格納手段に格
納された画像データ上に前記付帯情報格納手段に格納された付帯情報を重ねたオーバーレ
イ画像を表示するオーバーレイ画像表示手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の内視鏡画像表示装置は、さらに、前記画像データ格納手段に格納された
画像データを表示する画像データ表示手段と、前記オーバーレイ画像表示手段によるオー
バーレイ画像の表示と前記画像データ表示手段による画像データの表示とを切り換える表
示切替手段とを備えることが望ましい。
【００１０】
　また、本発明の内視鏡画像表示装置は、さらに、前記オーバーレイ画像表示手段に表示
されたオーバーレイ画像を格納するオーバーレイ画像格納手段を備えることが望ましい。
　また、本発明の一態様によれば、本発明の内視鏡画像表示プログラムは、コンピュータ
を、内視鏡装置によって撮像された被観察体の内部の画像データを記録媒体から読み出す
手段と、前記画像データに関連する付帯情報を前記記録媒体から読み出す手段と、読み出
した画像データ上に読み出した付帯情報を重ねたオーバーレイ画像を表示する手段として
機能させるための内視鏡画像表示プログラムである。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、内視鏡装置で撮像した画像とその画像についての撮像に関する付帯情
報とが別々のファイルであっても、画像と付帯情報とを重ねて表示することが可能となる
。
【００１２】
　また、本発明によれば、内視鏡装置で撮像した画像とその画像についての撮像に関する
付帯情報とが別々のファイルであっても、画像と付帯情報とを重ねた状態で他のアプリケ
ーションプログラム又は装置で利用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の概要を説明するための図である。
　本発明が適用される内視鏡画像表示装置は、電子ファイル又は前記電子ファイルを記録
媒体上で概念的に記録する場所を示すフォルダーを表示するとともに、前記電子ファイル
を実行することにより電子ファイルの内容を表示する。ここで、電子ファイルとは、パー
ソナルコンピュータ等のコンピュータで処理可能な電子文書ファイルや電子画像ファイル
等を指すが、本発明が適用される内視鏡画像表示装置は、内視鏡装置で撮像した画像であ
る内視鏡画像を表示するのに好適である。
【００１４】
　そして、この内視鏡画像表示装置は、図１に示すように、その表示画面１０に表示ウイ
ンドウとしてメインウインドウ１１を表示する。メインウインドウ１１は、ツールバー１
２の他に、フォルダーツリーエリア１３、サムネイルエリア１４及びファイルエリア１５
を備え、これらのフォルダーツリーエリア１３、サムネイルエリア１４及びファイルエリ
ア１５を同時に表示している。
【００１５】
　図１において、フォルダーツリーエリア１３には、階層的に管理された前記フォルダー
が階層表示されている。そして、フォルダー名「１００ＩＶ７Ｒ１」のフォルダーは、指
定されていることを明示するためにフォルダー名がハイライト表示されている。
【００１６】
　サムネイルエリア１４には、前記フォルダーツリーエリア１３に階層表示された前記フ
ォルダーのうち指定されたフォルダー内の電子ファイルがサムネイル形式で一覧表示され
る。
【００１７】
　また、ファイルエリア１５には、前記フォルダーツリーエリア１３に階層表示された前
記フォルダーのうち指定されたフォルダー内の電子ファイル、すなわち、前記サムネイル
エリア１４にサムネイル形式で一覧表示されている電子ファイルがファイル名形式で一覧
表示される。
【００１８】
　図２は、電子ファイルの稼動状態を示す図である。
　本発明を適用した内視鏡画像表示装置は、図１に示したような状態において、サムネイ
ルエリア１４又はファイルエリア１５の何れか一方に表示された任意の電子ファイルを実
行指示すると、前記実行指示された電子ファイルが実行される。例えば、サムネイルエリ
ア１４に表示されたファイル名「ＩＶ７Ｉ１０２７．ＪＰＧ」のサムネイル画像がマウス
装置によるダブルクリックする等により実行指示されると、「ＩＶ７Ｉ１０２７．ＪＰＧ
」は内視鏡画像の電子ファイルであるので、図２に示すように、イメージウインドウ２１
が開き、「ＩＶ７Ｉ１０２７．ＪＰＧ」の内視鏡画像がイメージウインドウ２１に表示さ
れる。また、ファイルエリア１５に表示されたファイル名「ＩＶ７Ｉ１０２７．ＪＰＧ」
がマウス装置によりダブルクリックされた場合も同様である。
【００１９】
　図３は、内視鏡画像のみを表示した例を示す図であり、図４は、内視鏡画像と付帯情報
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とを重ねたオーバーレイ画像を表示した例を示す図である。
　図２を用いて説明したように内視鏡画像のような電子ファイルが実行指示された場合に
は、図３に示したように、内視鏡画像３０のみを表示するのが通常である。ところが、本
発明を適用した内視鏡画像表示装置は、図４に示したように、内視鏡画像３０に関連する
付帯情報４１を内視鏡画像３０に重ねたオーバーレイ画像４０を表示することも可能であ
る。
【００２０】
　記録媒体上の記録された内視鏡画像に付帯する各種の付帯情報は、ＪＥＩＤＡ（日本電
子工業振興協会）で標準化された画像フォーマットであるＥｘｉｆ等の規格に従って内視
鏡画像とともに記録媒体上に記録されているが、図３に示したように、オーバーレイチェ
ックボックス３１が指示（チェック）されていない場合は、イメージウインドウ２１に内
視鏡画像３０のみが表示される。他方、オーバーレイチェックボックス３１が指示（チェ
ック）されている場合は、図４に示したように、付帯情報４１として「ファイル名」「内
視鏡先端光学アダプタ名」「長さ計測結果」「画像記録日時」等を重ねたオーバーレイ画
像４０が表示される。
【００２１】
　上述のオーバーレイチェックボックス３１は、例えばマウス装置等で指示（クリック）
することにより、チェックを入れたり外したりすることが可能である。
　また、マウス装置等を用いてコピーアイコン３２をクリックすることにより、図３に示
したように内視鏡画像３０が表示されている場合は、内視鏡画像３０がバッファメモリに
コピーされ、図４に示したようにオーバーレイ画像４０が表示されている場合は、オーバ
ーレイ画像４０がバッファメモリにコピーされる。そして、バッファメモリにコピーされ
た内視鏡画像３０又はオーバーレイ画像４０は、文章作成ソフト等の他のアプリケーショ
ンプログラム又は装置等で利用することが可能となる。
【００２２】
　また、マウス装置等を用いて保存アイコン３３をクリックすることにより、図３に示し
たように内視鏡画像３０が表示されている場合は、内視鏡画像３０が記録媒体に格納され
、図４に示したようにオーバーレイ画像４０が表示されている場合は、オーバーレイ画像
４０が記録媒体に格納される。その後、記録媒体に格納された内視鏡画像３０又はオーバ
ーレイ画像４０は、１つの電子ファイルとしてメーラーソフト等の他のアプリケーション
プログラム又は装置等で利用することが可能となる。
【００２３】
　また、マウス装置等を用いて削除アイコン３４をクリックすることにより、内視鏡画像
３０が削除され、イメージウインドウ２１内の画像表示は消える。
　また、マウス装置等を用いてフォワードアイコン３５をクリックすることにより、図３
に示したように内視鏡画像３０が表示されている場合は、同じフォルダー内に格納されて
いる１つ前の内視鏡画像３０に切り替わり、図４に示したようにオーバーレイ画像４０が
表示されている場合は、同じフォルダー内に格納されている１つ前の内視鏡画像に付帯情
報４１を重ねたオーバーレイ画像４０に切り替わる。
【００２４】
　また、マウス装置等を用いてバックワードアイコン３６をクリックすることにより、図
３に示したように内視鏡画像３０が表示されている場合は、同じフォルダー内に格納され
ている１つ後の内視鏡画像３０に切り替わり、図４に示したようにオーバーレイ画像４０
が表示されている場合は、同じフォルダー内に格納されている１つ後の内視鏡画像に付帯
情報４１を重ねたオーバーレイ画像４０に切り替わる。
【００２５】
　図５は、ステレオ計測画像を表示した例を示す図であり、図６は、ステレオ計測画像の
半分のハーフ画像を表示した例を示す図である。
　図２を用いて説明したように内視鏡画像のような電子ファイルが実行指示された場合で
あって、その電子ファイルがステレオ撮像されたステレオ計測画像５０である場合には、
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図５に示したように、ステレオ計測画像５０を表示するのが通常である。ところが、本発
明を適用した内視鏡画像表示装置は、図６に示したように、ステレオ計測画像５０の左側
又は右側半分の画像であるハーフ画像６０を表示することも可能である。なお、このハー
フ画像６０には、付帯情報４１を重ねて表示することも可能である。ハーフ画像６０に付
帯情報４１を重ねる場合は、ステレオ計測画像５０に重ねるべき付帯情報４１の全てをハ
ーフ画像６０に重ねてもよいし、重要な付帯情報４１のみを重ねてもよい。
【００２６】
　ステレオ計測画像５０の表示（図５）とハーフ画像６０の表示（図６）との切り換えは
、例えばマウス装置等でハーフチェックボックス５１を指示（クリック）することにより
可能となる。すなわち、ハーフチェックボックス５１が指示（チェック）されていない場
合は、図５に示したように、イメージウインドウ２１にステレオ計測画像５０が表示され
る。他方、ハーフチェックボックス５１が指示（チェック）されている場合は、図６に示
したように、ハーフ画像６０が表示される。
【００２７】
　また、マウス装置等を用いてコピーアイコン３２をクリックすることにより、図５に示
したようにステレオ計測画像５０が表示されている場合は、ステレオ計測画像５０がバッ
ファメモリにコピーされ、図６に示したようにハーフ画像６０が表示されている場合は、
ハーフ画像６０がバッファメモリにコピーされる。そして、バッファメモリにコピーされ
たステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０は、文章作成ソフト等の他のアプリケーショ
ンプログラム又は装置等で利用することが可能となる。
【００２８】
　図７は、ステレオ計測画像を他のアプリの原稿に貼り付けた例を示す図であり、図８は
、ハーフ画像を他のアプリの原稿に貼り付けた例を示す図である。
　図７に示したように、ステレオ計測画像５０を他のアプリケーションプログラム等で利
用しようとすれば、原稿７１の相当の領域を使用することになる。ところが、他のアプリ
ケーション等で利用するのがハーフ画像６０であれば、図８に示したように、原稿７１に
占める領域が半分で済む。
【００２９】
　また、マウス装置等を用いて保存アイコン３３をクリックすることにより、ステレオ計
測画像５０又はハーフ画像６０が記録媒体に格納される。その後、記録媒体に格納された
ステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０は、１つの電子ファイルとしてメーラーソフト
等の他のアプリケーションプログラム又は装置等で利用することが可能となる。
【００３０】
　また、マウス装置等を用いて削除アイコン３４をクリックすることにより、ステレオ計
測画像５０が削除され、イメージウインドウ２１内の画像表示は消える。
　また、マウス装置等を用いてフォワードアイコン３５をクリックすることにより、同じ
フォルダー内に格納されている１つ前のステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０に切り
替わる。
【００３１】
　また、マウス装置等を用いてバックワードアイコン３６をクリックすることにより、同
じフォルダー内に格納されている１つ後のステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０に切
り替わる。
【００３２】
　図９は、複数のオーバーレイ画像を表示した例を示す図である。
　本発明を適用した内視鏡画像表示装置は、複数の電子画像ファイルを指定することによ
り、複数の内視鏡画像３０、オーバーレイ画像４０、ステレオ計測画像５０又はハーフ画
像６０等の画像を、縮小することなく並べて表示することも可能である。
【００３３】
　図９においては、２つのオーバーレイ画像４０Ａ及び４０Ｂが縮小することなく並んで
表示されている。ところが、これらのオーバーレイ画像４０Ａ及び４０Ｂは、全体を表示
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するにはイメージウインドウ２１が小さすぎるため、スクロールバー９１Ａ及び９１Ｂを
用いることによりスクロール表示可能にしている。
【００３４】
　図１０は、複数のハーフ画像を表示した例を示す図である。
　図１０においては、２つのハーフ画像６０Ａ及び６０Ｂが縮小することなく並んで表示
されている。これらのハーフ画像６０Ａ及び６０Ｂは、２つを並べてイメージウインドウ
２１に表示することが可能であるため、図９に示したようなスクロールバー９１Ａ及び９
１Ｂを用いる必要はない。
【００３５】
　図９及び図１０に示したように複数の画像を表示している際にも、コピーアイコン３２
、保存アイコン３３、削除アイコン３４、フォワードアイコン３５又はバックワードアイ
コン３６をクリックすると、画像のコピー、保存、削除又は切り換えが可能であるが、こ
れらコピー等の対象とされるのは、表示されている画像のうちの任意の１つの画像であり
、他の画像は対象とはならない。コピー等の対象とするためには、たとえばマウス装置等
でその画像を指示する。
【００３６】
　すなわち、マウス装置等を用いてコピーアイコン３２をクリックすることにより、図９
に示したようにオーバーレイ画像４０Ａ及び４０Ｂが表示されている場合は、オーバーレ
イ画像４０Ａ又は４０Ｂの何れか指示された方がバッファメモリにコピーされ、図１０に
示したようにハーフ画像６０Ａ及び６０Ｂが表示されている場合は、ハーフ画像６０Ａ又
は６０Ｂの何れか指示された方がバッファメモリにコピーされる。そして、バッファメモ
リにコピーされたオーバーレイ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハーフ画像６０Ａ若しくは
６０Ｂは、文章作成ソフト等の他のアプリケーションプログラム又は装置等で利用するこ
とが可能となる。
【００３７】
　また、マウス装置等を用いて保存アイコン３３をクリックすることにより、オーバーレ
イ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハーフ画像６０Ａ若しくは６０Ｂが記録媒体に格納され
る。その後、記録媒体に格納されたオーバーレイ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハーフ画
像６０Ａ若しくは６０Ｂは、１つの電子ファイルとしてメーラーソフト等の他のアプリケ
ーションプログラム又は装置等で利用することが可能となる。
【００３８】
　また、マウス装置等を用いて削除アイコン３４をクリックすることにより、オーバーレ
イ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハーフ画像６０Ａ若しくは６０Ｂが削除される。
　また、マウス装置等を用いてフォワードアイコン３５をクリックすることにより、同じ
フォルダー内に格納されている１つ前のオーバーレイ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハー
フ画像６０Ａ若しくは６０Ｂに切り替わる。
【００３９】
　また、マウス装置等を用いてバックワードアイコン３６をクリックすることにより、同
じフォルダー内に格納されている１つ後のオーバーレイ画像４０Ａ若しくは４０Ｂ又はハ
ーフ画像６０Ａ若しくは６０Ｂに切り替わる。
【００４０】
　次に、本発明を適用した内視鏡画像表示装置において実行される「内視鏡画像表示処理
」の流れを説明する。
　図１１は、本発明を適用した内視鏡画像表示装置において実行される「内視鏡画像表示
処理」の流れを示すフローチャートであり、図１２は、「内視鏡画像表示処理」中のサブ
ルーチン「画像表示処理」の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
　まず、図１１のステップＳ１１０１において、ユーザーからの指示によりウインドウを
開く旨の指示があったか否かの判断を行なう。
　ウインドウを開く旨の指示があったと判断された場合（ステップＳ１１０１：Ｙｅｓ）



(8) JP 2008-302069 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

は、ステップＳ１１０２において、表示画面１０に表示するためのメインウインドウ１１
を作成する。他方、ウインドウを開く旨の指示がないと判断された場合（ステップＳ１１
０１：Ｎｏ）は、ウインドウを開く旨の指示を待つループに入る（ステップＳ１１０１に
戻る）。
【００４２】
　そして、ステップＳ１１０３において、メインウインドウ１１が備えるフォルダーツリ
ーエリア１３を作成し、ステップＳ１１０４において、メインウインドウ１１が備えるサ
ムネイルエリア１４を作成し、ステップＳ１１０５において、メインウインドウ１１が備
えるファイルエリア１５を作成する。
【００４３】
　続いて、ステップＳ１１０６において、ステップＳ１１０３乃至Ｓ１１０５で作成した
フォルダーツリーエリア１３、サムネイルエリア１４及びファイルエリア１５を備えるメ
インウインドウ１１を開く。
【００４４】
　次に、ステップＳ１１０７において、フォルダーツリーエリア１３には、階層的に管理
された前記フォルダーを階層表示（フォルダーツリー表示）し、ステップＳ１１０８にお
いて、指定されているフォルダーをハイライト表示する。指定されているフォルダーとし
ては、例えば初期値として「Ｍｙ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」等が一般的である。
【００４５】
　そして、ステップＳ１１０９において、サムネイルエリア１４には、前記フォルダーツ
リーエリア１３に階層表示された前記フォルダーのうち指定されたフォルダー内の電子フ
ァイルがサムネイル形式で一覧表示される。なお、一覧表示される電子ファイルが電子画
像ファイルでない場合は、サムネイル画像の代わりにアイコンを表示する。また、フォル
ダーツリーエリア１３内に全ての電子ファイルが一覧表示し切れない場合は、スクロール
バーを表示し一部の電子ファイルのみを一覧表示する。
【００４６】
　また、ステップＳ１１１０において、ファイルエリア１５には、前記フォルダーツリー
エリア１３に階層表示された前記フォルダーのうち指定されたフォルダー内の電子ファイ
ル、すなわち、前記サムネイルエリア１４にサムネイル形式で一覧表示されている電子フ
ァイルがファイル名形式で一覧表示される。サムネイルエリア１４内に全ての電子ファイ
ルが一覧表示し切れない場合は、スクロールバーを表示し一部の電子ファイルのみを一覧
表示する。
【００４７】
　これにより、フォルダーツリーエリア１３にはフォルダーが階層表示され、サムネイル
エリア１４には電子ファイルがサムネイル形式で一覧表示され、ファイルエリア１５には
電子ファイルがファイル名形式で一覧表示される。
【００４８】
　次に、ステップＳ１１１１において、ユーザーからの指示によりウインドウを閉じる旨
の指示があったか否かの判断を行なう。
　そして、ウインドウを閉じる旨の指示があったと判断された場合（ステップＳ１１１１
：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１１１２において、メインウインドウ１１を閉じる。
【００４９】
　他方、ウインドウを閉じる旨の指示がないと判断された場合（ステップＳ１１１１：Ｎ
ｏ）は、ステップＳ１１１３において、サムネイルエリア１４にサムネイル形式で一覧表
示されている電子ファイル、又はファイルエリア１５にファイル名形式で一覧表示されて
いる電子ファイルに対して、静止画像ファイルを表示するためのユーザーからの画像表示
指示があったか否か、例えばマウス装置等によりダブルクリックしたか否かを判断する。
【００５０】
　画像表示指示があったと判断された場合（ステップＳ１１１１：Ｙｅｓ）は、ステップ
Ｓ１１１４において、サブルーチン「画像表示処理」を実行する。このサブルーチン「画
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像表示処理」については、図５を用いて詳述する。他方、何らかの操作がないと判断され
た場合（ステップＳ１１１３：Ｎｏ）は、ステップＳ１１１１に戻りユーザーからの指示
を待つ。
【００５１】
　次に、図１２を用いてサブルーチン「画像表示処理」について説明する。
　まず、ステップＳ１２０１において、図１１のステップＳ１１１３での画像表示指示の
対象が複数（２枚以上ではあるが好ましくは２～６枚程度）であるか否かを判断する。
【００５２】
　複数であると判断された場合（ステップＳ１２０１：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１２０２
において、画像表示指示の対象となっている全ての画像及び付帯情報を記録媒体から読み
出し、１枚目の画像を選択画像とし、ステップＳ１２０３において、その他の画像を選択
画像としない。
【００５３】
　そして、ステップＳ１２０４において、選択対象としなかった画像も含め画像表示指示
の対象とされた複数の画像を並べて表示する。
　次に、ステップＳ１２０５において、選択画像の切り換えの指示がなされたか否か、例
えば選択対象とされていない画像がマウス装置でクリックされたか否かを判断する。
【００５４】
　選択画像の切り換えがなされたと判断された場合（ステップＳ１２０５：Ｙｅｓ）は、
ステップＳ１２０６において、選択画像の切り換えを行ない、ステップＳ１２０３へ戻る
。他方、選択画像の切り換えがなされていないと判断された場合（ステップＳ１２０５：
Ｎｏ）は、ステップＳ１２０９へ進む。
【００５５】
　ステップＳ１２０１で画像表示指示の対象が複数でないと判断された場合（ステップＳ
１２０１：Ｎｏ）は、ステップＳ１２０７において、その画像を選択画像とし、ステップ
Ｓ１２０８において、その画像を表示する。
【００５６】
　次に、ステップＳ１２０９において、ステップＳ１２０７で選択画像とされた画像、又
はステップＳ１２０２で選択画像とされた画像若しくはステップＳ１２０６で切り換えら
れることにより選択画像とされた画像に対して、オーバーレイ指示がなされているか否か
、例えばオーバーレイチェックボックス３１がチェックされているか否かを判断する。
【００５７】
　そして、オーバーレイ指示がなされていると判断された場合（ステップＳ１２０９：Ｙ
ｅｓ）は、ステップＳ１２１０において、付帯情報４１を重ねたオーバーレイ表示を行な
う。なお、ここでのオーバーレイ表示は、ステップＳ１２０１で複数の画像が画像表示指
示の対象であると判断されている場合であっても、選択指示がなされているか否かに関わ
らず、全ての画像に対して実行される。他方、オーバーレイ指示がなされていないと判断
された場合（ステップＳ１２０９：Ｎｏ）は、ステップＳ１２１１において、付帯情報４
１を重ねずに画像データのみを表示する。
【００５８】
　次に、ステップＳ１２１２において、ステップＳ１２０７で選択画像とされた画像、又
はステップＳ１２０２で選択画像とされた画像若しくはステップＳ１２０６で切り換えら
れることにより選択画像とされた画像に対して、ハーフ指示がなされているか否か、例え
ばハーフチェックボックス５１がチェックされているか否かを判断する。
【００５９】
　そして、ハーフ指示がなされていると判断された場合（ステップＳ１２１２：Ｙｅｓ）
は、ステップＳ１２１３において、ステレオ計測画像５０の左又は右側の半分であるハー
フ画像６０の表示を行なう。なお、ここでのハーフ表示は、ステップＳ１２０１で複数の
画像が画像表示指示の対象であると判断されている場合であっても、選択指示がなされて
いるか否かに関わらず、全ての画像に対して実行される。他方、ハーフ指示がなされてい
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ないと判断された場合（ステップＳ１２１２：Ｎｏ）は、ステップＳ１２１４において、
ステレオ計測画像５０を表示する。
【００６０】
　次に、ステップＳ１２１５において、表示されている内視鏡画像３０、オーバーレイ画
像４０、ステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０等の画像を、文章作成ソフト等の他の
アプリケーションプログラム又は装置等で利用するか否かを判断する。
【００６１】
　そして、利用すると判断された場合（ステップＳ１２１５：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１
２１６において、表示されている画像を他のアプリケーションプログラム等で利用する。
なお、ここでのアプリケーションプログラム等での利用は、ステップＳ１２０１で複数の
画像が画像表示指示の対象であると判断されている場合は、ステップＳ１２０２で選択画
像とされた画像若しくはステップＳ１２０６で切り換えられることにより選択画像とされ
た画像に対して行なわれる。
【００６２】
　ステップＳ１２１７において、表示されている内視鏡画像３０、オーバーレイ画像４０
、ステレオ計測画像５０又はハーフ画像６０等の画像を、記録媒体に保存するか否かを判
断する。
【００６３】
　そして、保存すると判断された場合（ステップＳ１２１７：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１
２１８において、表示されている画像を記録媒体に保存する。なお、ここでの記録媒体へ
の保存は、ステップＳ１２０１で複数の画像が画像表示指示の対象であると判断されてい
る場合は、ステップＳ１２０２で選択画像とされた画像若しくはステップＳ１２０６で切
り換えられることにより選択画像とされた画像に対して行なわれる。
【００６４】
　以上、本発明の各実施の形態を、図面を参照しながら説明してきたが、本発明が適用さ
れる内視鏡画像表示装置は、その機能が実行されるのであれば、上述の各実施の形態等に
限定されることなく、単体の装置であっても、複数の装置からなるシステムあるいは統合
装置であっても、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワークを介して処理が行なわれるシステムで
あってもよいことは言うまでもない。
【００６５】
　また、バスに接続されたＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭのメモリ、入力装置、出力装置、外部
記録装置、媒体駆動装置、可搬記憶媒体、ネットワーク接続装置で構成されるシステムで
も実現できる。すなわち、前述してきた各実施の形態のシステムを実現するソフトウェア
のプログラムコードを記録したＲＯＭやＲＡＭのメモリ、外部記録装置、可搬記憶媒体を
、内視鏡画像表示装置に供給し、その内視鏡画像表示装置のコンピュータがプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００６６】
　この場合、可搬記憶媒体等から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機
能を実現することになり、そのプログラムコードを記録した可搬記憶媒体等は本発明を構
成することになる。
【００６７】
　プログラムコードを供給するための可搬記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリーカード、ＲＯＭカード、電
子メールやパソコン通信等のネットワーク接続装置（言い換えれば、通信回線）を介して
記録した種々の記憶媒体などを用いることができる。
【００６８】
　また、コンピュータがメモリ上に読み出したプログラムコードを実行することによって
、前述した各実施の形態の機能が実現される他、そのプログラムコードの指示に基づき、
コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部又は全部を行ない、その処理
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によっても前述した各実施の形態の機能が実現される。
【００６９】
　さらに、可搬型記憶媒体から読み出されたプログラムコードやプログラム（データ）提
供者から提供されたプログラム（データ）が、コンピュータに挿入された機能拡張ボード
やコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプ
ログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部又は全部を行ない、その処理によっても前述した各実施の形態の
機能が実現され得る。
【００７０】
　すなわち、本発明は、以上に述べた各実施の形態等に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲内で種々の構成又は形状を取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の概要を説明するための図である。
【図２】電子ファイルの稼動状態を示す図である。
【図３】内視鏡画像のみを表示した例を示す図である。
【図４】内視鏡画像と付帯情報とを重ねたオーバーレイ画像を表示した例を示す図である
。
【図５】ステレオ計測画像を表示した例を示す図である。
【図６】ステレオ計測画像の半分のハーフ画像を表示した例を示す図である。
【図７】ステレオ計測画像を他のアプリの原稿に貼り付けた例を示す図である。
【図８】ハーフ画像を他のアプリの原稿に貼り付けた例を示す図である。
【図９】複数のオーバーレイ画像を表示した例を示す図である。
【図１０】複数のハーフ画像を表示した例を示す図である。
【図１１】本発明を適用した内視鏡画像表示装置において実行される「内視鏡画像表示処
理」の流れを示すフローチャートである。
【図１２】「内視鏡画像表示処理」中のサブルーチン「画像表示処理」の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１３】画像を表示する２つのウインドウが重なって表示される従来例を示す図である
。
【図１４】２つの画像が縮小されて表示される従来例を示す図である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１０　　　　表示画面
　　１１　　　　メインウインドウ
　　１２　　　　ツールバー
　　１３　　　　フォルダーツリーエリア
　　１４　　　　サムネイルエリア
　　１５　　　　ファイルエリア
　　２１　　　　イメージウインドウ
　　３０　　　　内視鏡画像
　　３１　　　　オーバーレイチェックボックス
　　３２　　　　コピーアイコン
　　３３　　　　保存アイコン
　　３４　　　　削除アイコン
　　３５　　　　フォワードアイコン
　　３６　　　　バックワードアイコン
　　４０、４０Ａ、４０Ｂ　オーバーレイ画像
　　４１　　　　付帯情報
　　５０　　　　ステレオ計測画像
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　　５１　　　　ハーフチェックボックス
　　６０、６０Ａ、６０Ｂ　ハーフ画像
　　７１　　　　原稿
　　１３０１　　表示画面
　　１３０２Ａ、１３０２Ｂ　画像
　　１３０３Ａ、１３０３Ｂ　イメージウインドウ
　　１４０１　　イメージウインドウ

【図１１】 【図１２】
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解决的问题：即使由内窥镜设备拾取的图像和与图像拾取有关的附带信
息是分开的文件，也要叠加和显示图像和附带信息，或者叠加图像和附
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装置使用。 解决方案：图像数据存储装置，用于存储由内窥镜设备成像
的被观察物体内部的图像数据；补充信息存储装置，用于存储与图像数
据有关的补充信息；以及图像数据存储器。 并且覆盖图像显示装置，用
于显示覆盖图像，在该覆盖图像中，将存储在补充信息存储装置中的辅
助信息叠加在存储在该装置中的图像数据上。 [选择图]图4

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e4fc22ca-6876-4e60-9266-e10ea59ebc83

